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（五十音順）（令和５年４月１日任命）

区分 現　職

大
お お

坪
つ ぼ

知
と も

弘
ひ ろ

　弁護士

大
お お

坪
つ ぼ

稔
みのる

　九州大学大学院経済学研究院　教授

高
た か

田
た

亜
あ

朱 華
す か

　弁護士

〇平
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井
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佐和子
さ わ こ

　西南学院大学 法学部　教授

◎ 丸
ま る

谷
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介
す け

　九州大学大学院 法学研究院　教授 　

河
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村
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敏
と し

昭
あ き

　全国ユニオン　全国一般福岡地方本部　書記長

小
こ

陳
じ ん

武
た け

志
し

　全日本自治団体労働組合福岡県本部　副執行委員長

長
な が

嶋
し ま

良
よ し

昭
あ き

　ＵＡゼンセン福岡県支部　次長

野
の

中
な か

篤
あ つ

志
し

　日本基幹産業労働組合連合会福岡県本部　事務局長

松
ま つ

本
も と
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あかね

　ＮＴＴ労働組合　九州総支部　執行委員

伊
い

藤
と う

優
ゆ う

子
こ

　イオン九州株式会社　人事企画部長

庄 崎
し ょ う ざ き

秀 昭
ひ で あ き

　福岡県経営者協会　専務理事　※２

初
は つ

田
た

寿
ひさし

　福岡県商工会連合会　専務理事　※１

松
ま つ

本
も と

恭
きょう

子
こ

　福岡県商工会議所連合会　専務理事

山 口
や ま ぐ ち

洋 志
ひ ろ し

　福岡県中小企業団体中央会　専務理事　※３

※２　令和６年５月２１日就任

※３　令和６年６月２１日就任

※１　令和５年６月３０日就任
（注）◎は会長、〇は会長代理である
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令和６年度 令和５年度
北海道 1,010 960 50 5.2 令和6年10月1日
青森 953 898 55 6.1 令和6年10月5日
岩手 952 893 59 6.6 令和6年10月27日
宮城 973 923 50 5.4 令和6年10月1日
秋田 951 897 54 6 令和6年10月1日
山形 955 900 55 6.1 令和6年10月19日
福島 955 900 55 6.1 令和6年10月5日
茨城 1,005 953 52 5.5 令和6年10月1日
栃木 1,004 954 50 5.2 令和6年10月1日
群馬 985 935 50 5.4 令和6年10月4日
埼玉 1,078 1,028 50 4.9 令和6年10月1日
千葉 1,076 1,026 50 4.9 令和6年10月1日
東京 1,163 1,113 50 4.5 令和6年10月1日
神奈川 1,162 1,112 50 4.5 令和6年10月1日
新潟 985 931 54 5.8 令和6年10月1日
富山 998 948 50 5.3 令和6年10月1日
石川 984 933 51 5.5 令和6年10月5日
福井 984 931 53 5.7 令和6年10月5日
山梨 988 938 50 5.3 令和6年10月1日
長野 998 948 50 5.3 令和6年10月1日
岐阜 1,001 950 51 5.4 令和6年10月1日
静岡 1,034 984 50 5.1 令和6年10月1日
愛知 1,077 1,027 50 4.9 令和6年10月1日
三重 1,023 973 50 5.1 令和6年10月1日
滋賀 1,017 967 50 5.2 令和6年10月1日
京都 1,058 1,008 50 5 令和6年10月1日
大阪 1,114 1,064 50 4.7 令和6年10月1日
兵庫 1,052 1,001 51 5.1 令和6年10月1日
奈良 986 936 50 5.3 令和6年10月1日
和歌山 980 929 51 5.5 令和6年10月1日
鳥取 957 900 57 6.3 令和6年10月5日
島根 962 904 58 6.4 令和6年10月12日
岡山 982 932 50 5.4 令和6年10月2日
広島 1,020 970 50 5.2 令和6年10月1日
山口 979 928 51 5.5 令和6年10月1日
徳島 980 896 84 9.4 令和6年11月1日
香川 970 918 52 5.7 令和6年10月2日
愛媛 956 897 59 6.6 令和6年10月13日
高知 952 897 55 6.1 令和6年10月9日
福岡 992 941 51 5.4 令和6年10月5日
佐賀 956 900 56 6.2 令和6年10月17日
長崎 953 898 55 6.1 令和6年10月12日
熊本 952 898 54 6 令和6年10月5日
大分 954 899 55 6.1 令和6年10月5日
宮崎 952 897 55 6.1 令和6年10月5日
鹿児島 953 897 56 6.2 令和6年10月5日
沖縄 952 896 56 6.3 令和6年10月9日

全国加重平
均額

1,055 1,004 51 5.1
ー

地域別最低賃金の全国一覧

最低賃金時間額【円】
都道府県名

引上げ率
【％】

発効年月日引上げ額
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令
和
６
年
度
最
低
賃
金
改
正
審
議
状
況
（
福
岡
）
 

 

地
域

最
低

賃
金

 

特
 
定
 
最
 
低
 
賃
 
金
 

製
鉄
業
、
製
鋼
・
製
鋼
圧

延
業
、
鋼
材
製
造
業
 

電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・

電
子
回
路
、
電
気
機
械
器

具
、
情
報
通
信
機
械
器
具

製
造
業
 

輸
送
用
機
械
器
具
製
造
業
 

百
貨
店
、
総
合
ス
ー
パ
ー

マ
ー
ケ
ッ
ト
 

自
動
車
（
新
車
）
小
売
業
 

産
別
最
賃
改
正
決
定
申
出
日
 

－
 

Ｒ
６
．
６
．
１
７
 

Ｒ
６
．
６
．
２
７
 

Ｒ
６
．
６
．
２
６
 

Ｒ
６
．
６
．
２
６
 

Ｒ
６
．
７
．
１
 

特
定
最
賃
改
正
決
定
の
必
要

性
の
審
議
 

 －
  

特
定
最
賃
改
正
決
定
の
必
要
性
の
諮
問
 
 
Ｒ
６
．
７
．
２
９
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
運
営
小
委
員
会
 
 
Ｒ
６
．
６
．
１
０
（
関
係
労
使
意
見
聴
取
、
必
要
性
あ
り
の
報
告
決
定
）
 

特
定
最
賃
改
正
決
定
の
必
要
性
の
答
申
 
 
Ｒ
６
．
８
．
２
１
（
改
正
決
定
の
必
要
性
・
有
：
製
鉄
、
電
子
、
輸
送
用
、
百
貨
店
、
自
動
車
）
 

改
正
決
定
の
諮
問
 

Ｒ
６
．
７
．
５
 

Ｒ
６
．
８
．
２
１

 
第
１
回
専
門
部
会
 

（
合
同
会
議
）
 

Ｒ
６
．
７
．
２
９
 

Ｒ
６
．
９
．
１
３
（
電
子
、
百
貨
店
）、

Ｒ
６
．
９
．
１
７
（
製
鉄
、
自
動
車
）、

Ｒ
６
．
９
．
２
４
（
輸
送
用
）
 

第
２
回
専
門
部
会
 

Ｒ
６
．
７
．
３
１
 

Ｒ
６
．
９
．
２
７
 

【
最
初
の
金
額
提
示
】
 

労
：
＋
５
７
円
 

使
：
＋
５
１
円
 

Ｒ
６
．
９
．
２
５
 

【
最
初
の
金
額
提
示
】
 

労
：
＋
６
３
円
 

使
：
＋
３
６
円
 

Ｒ
６
．
９
．
２
６
 

【
最
初
の
金
額
提
示
】
 

労
：
＋
６
２
円
 

使
：
＋
３
６
円
 

Ｒ
６
．
９
．
２
０
 

【
最
初
の
金
額
提
示
】
 

労
：
＋
６
０
円
 

使
：
＋
４
８
円
 

Ｒ
６
．
９
．
２
０
 

【
最
初
の
金
額
提
示
】
 

労
：
＋
４
２
円
 

使
：
＋
９
円
 

第
３
回
専
門
部
会
 

Ｒ
６
．
８
．
５
 

Ｒ
６
．
１
０
．
１
 

（
全
会
一
致
・
専
決
）
 

Ｒ
６
．
１
０
．
３
 

Ｒ
６
．
９
．
３
０
 

Ｒ
６
．
９
．
２
６
 

Ｒ
６
．
９
．
２
５
 

第
４
回
専
門
部
会
／
第
５
回
専
門
部
会
 

（
県
最
賃
答
申
日
）
 

Ｒ
６
．
８
．
８
／
Ｒ
６
．
８
．
９
 

（
Ｒ
６
．
８
．
９
）
 

―
 

Ｒ
６
．
１
０
．
７
 

（
全
会
一
致
・
専
決
）
 

Ｒ
５
．
１
０
．
８
 

（
全
会
一
致
・
専
決
）
 

Ｒ
６
．
１
０
．
１
 

（
全
会
一
致
・
専
決
）
 

Ｒ
６
．
９
．
２
７
 

（
全
会
一
致
・
専
決
）
 

審
議
会
令
第
６
条
第
５
項
の
適
用
 

―
 

有
 

有
 

有
 

有
 

有
 

異
議
申
出
の
状
況
 

有
 

無
 

無
 

無
 

無
 

無
 

最
低
賃
金
 
 
時
間
額
 

９
９
２
円
 

１
,１

０
６
円
 

１
，
０
７
１
円
 

１
，
０
８
１
円
 

１
，
０
０
０
円
 

１
，
０
６
６
円
 

引
上
額
 

５
１
円
 

５
３
円
 

５
２
円
 

５
２
円
 

５
５
円
 

３
８
円
 

時
間
額
引
上
率
 

５
.４

２
％
 

５
．
０
３
％
 

５
．
１
０
％
 

５
．
０
５
％
 

５
．
８
２
％
 

３
．
７
０
％
 

効
力
発
生
年
月
日
 

Ｒ
６
．
１
０
．
５
 

Ｒ
６
．
１
２
．
１
０
 

Ｒ
６
．
１
２
．
１
０
 

Ｒ
６
．
１
２
．
１
０
 

Ｒ
６
．
１
２
．
１
０
 

Ｒ
６
．
１
２
．
１
０
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引
上

率
引

上
率

引
上

率
引

上
率

引
上

率
引

上
率

引
上

率
引

上
率

引
上

率
引

上
率

時
間

額
7
4
3

2
.
2
0
%

7
6
5

2
.
9
6
%

7
8
9

3
.
1
4
%

8
1
4

3
.
1
7
%

8
4
1

3
.
3
2
%

8
4
2

0
.
1
2
%

8
7
0

3
.
3
3
%

9
0
0

3
.
4
5
%

9
4
1

4
.
5
6
%

9
9
2

5
.
4
2
%

ラ
ン

ク
C

C
C

C
C

C
C

C
B

B

目
安

1
6

2
2

2
4

2
5

2
6

示
さ

ず
2
8

3
0

4
0

5
0

対
目

安
±

0
±

0
±

0
±

0
+
1

+
1

±
0

±
0

+
1

+
1

発
効

日
H
2
7
.
1
0
.
4

H
2
8
.
1
0
.
1

H
2
9
.
1
0
.
1

H
3
0
.
1
0
.
1

R
元

.
1
0
.
1

R
2
.
1
0
.
1

R
3
.
1
0
.
1

R
4
.
1
0
.
8

R
5
.
1
0
.
6

R
6
.
1
0
.
5

時
間

額
8
8
1

1
.
8
5
%

9
0
3

2
.
5
0
%

9
2
7

2
.
6
6
%

9
5
0

2
.
4
8
%

9
7
5

2
.
6
3
%

9
7
6

0
.
1
0
%

9
8
0

0
.
4
1
%

1
,
0
1
0

3
.
0
6
%

1
,
0
5
3

4
.
2
6
%

1
,
1
0
6

5
.
0
3
%

引
上

額
1
6

2
2

2
4

2
3

2
5

1
4

3
0

4
3

5
3

対
県

最
賃

比
1
1
8
.
5
7
%

1
1
8
.
0
4
%

1
1
7
.
4
9
%

1
1
6
.
7
1
%

1
1
5
.
9
3
%

1
1
5
.
9
1
%

1
1
2
.
6
4
%

1
1
2
.
2
2
%

1
1
1
.
9
0
%

1
1
1
.
4
9
%

発
効

日
H
2
7
.
1
2
.
1
0

H
2
8
.
1
2
.
1
0

H
2
9
.
1
2
.
1
0

H
3
0
.
1
2
.
1
0

R
元

.
1
2
.
1
0

R
2
.
1
2
.
1
0

R
3
.
1
2
.
1
0

R
4
.
1
2
.
1
0

R
5
.
1
2
.
1
0

R
6
.
1
2
.
1
0

時
間

額
8
3
7

1
.
9
5
%

8
5
7

2
.
3
9
%

8
8
1

2
.
8
0
%

9
0
5

2
.
7
2
%

9
2
6

2
.
3
2
%

9
2
7

0
.
1
1
%

9
4
7

2
.
1
6
%

9
7
7

3
.
1
7
%

1
,
0
1
9

4
.
3
0
%

1
,
0
7
1

5
.
1
0
%

引
上

額
1
6

2
0

2
4

2
4

2
1

1
2
0

3
0

4
2

5
2

対
県

最
賃

比
1
1
2
.
6
5
%

1
1
2
.
0
3
%

1
1
1
.
6
6
%

1
1
1
.
1
8
%

1
1
0
.
1
1
%

1
1
0
.
1
0
%

1
0
8
.
8
5
%

1
0
8
.
5
6
%

1
0
8
.
2
9
%

1
0
7
.
9
6
%

1

発
効

日
H
2
7
.
1
2
.
1
0

H
2
8
.
1
2
.
1
0

H
2
9
.
1
2
.
1
0

H
3
0
.
1
2
.
1
0

R
元

.
1
2
.
1
0

R
2
.
1
2
.
1
0

R
3
.
1
2
.
1
0

R
4
.
1
2
.
1
0

R
5
.
1
2
.
1
0

R
6
.
1
2
.
1
0

時
間

額
8
6
0

1
.
9
0
%

8
8
0

2
.
3
3
%

9
0
2

2
.
5
0
%

9
2
3

2
.
3
3
%

9
4
4

2
.
2
8
%

改
正

な
し

9
5
7

1
.
3
8
%

9
8
7

3
.
1
3
%

1
,
0
2
9

4
.
2
6
%

1
,
0
8
1

5
.
0
5
%

引
上

額
1
6

2
0

2
2

2
1

2
1

1
3

3
0

4
2

5
2

対
県

最
賃

比
1
1
5
.
7
5
%

1
1
5
.
0
3
%

1
1
4
.
3
2
%

1
1
3
.
3
9
%

1
1
2
.
2
5
%

1
1
0
.
0
0
%

1
0
9
.
6
7
%

1
0
9
.
3
5
%

1
0
8
.
9
7
%

発
効

日
H
2
7
.
1
2
.
1
0

H
2
8
.
1
2
.
1
0

H
2
9
.
1
2
.
1
0

H
3
0
.
1
2
.
1
0

R
元

.
1
2
.
1
0

R
4
.
1
.
7

R
4
.
1
2
.
1
0

R
5
.
1
2
.
1
0

R
6
.
1
2
.
1
0

時
間

額
8
0
2

1
.
5
2
%

8
2
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番号
都道府県
名

最低賃金の名称
R5年度
特定最賃
額

R6年度
特定最賃
額

引
上
額

引上
率

県最
賃引
上額

県最賃
額 R6

県最賃
額との
差額

県最賃
額との
比率

1 千葉 A 鉄 鋼 1,096 1,147 51 4.65% 50 1,076 71 106.6%

2 大阪 A 鉄 鋼 1,066 1,120 54 5.07% 50 1,114 6 100.5%

3 山口 B 鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属 1,064 1,116 52 4.89% 51 979 137 114.0%

3 兵庫 B 鉄 鋼 1,065 1,116 51 4.79% 51 1,052 64 106.1%

5 広島 B 鉄 鋼 1,064 1,114 50 4.70% 50 1,020 94 109.2%

6 愛知 A 鉄 鋼 1,059 1,111 52 4.91% 50 1,077 34 103.2%

7 大分 C 鉄 鋼 1,053 1,106 53 5.03% 55 954 152 115.9%

7 福岡 B 鉄 鋼 1,053 1,106 53 5.03% 51 992 114 111.5%

9 和歌山 B 鉄 鋼 1,050 1,103 53 5.05% 51 980 123 112.6%

10 岡山 B 鉄 鋼 1,050 1,102 52 4.95% 50 982 120 112.2%

11 北海道 B 鉄 鋼 1,030 1,100 70 6.80% 50 1,010 90 108.9%

12 茨城 B 鉄 鋼 1,046 1,098 52 4.97% 52 1,005 93 109.3%

13 島根 B 鉄 鋼 1,034 1,092 58 5.61% 58 962 130 113.5%

14 群馬 B 鉄 鋼 1,017 1,067 50 4.92% 50 985 82 108.3%

15 宮城 B 鉄 鋼 1,003 1,059 56 5.58% 50 973 86 108.8%

16 青森 C 鉄 鋼 992 1,045 53 5.34% 55 953 92 109.7%

17 岩手 C 鉄 鋼 ・ 金 属 製 品 949 1,008 59 6.22% 59 952 56 105.9%

18 神奈川 A 鉄 鋼 874 874 0 0.00% 50 1,162 -288 75.2%

19 東京 A 鉄 鋼 871 871 0 0.00% 50 1,163 -292 74.9%

20 三重 B 鉄 鋼 739 739 0 0.00% 50 1,023 -284 72.2%

令和６年度　各都道府県別特定最低賃金改定額（①業種別）

令和６年度　各都道府県別特定最低賃金改定額（製鉄・鉄鋼）
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番号
都道府県
名

最低賃金の名称
R5年度
特定最賃
額

R6年度
特定最賃
額

引
上
額

引上
率

県最
賃引
上額

県最賃
額 R6

県最賃
額との
差額

県最賃
額との
比率

1 大阪 A 電 気 機 械 1,068 1,127 59 5.52% 50 1,114 13 101.2%

2 埼玉 A 電 子 部 品 1,055 1,105 50 4.74% 50 1,078 27 102.5%

2 千葉 A 電 気 機 械 1,055 1,105 50 4.74% 50 1,076 29 102.7%

4 京都 B 電 気 機 械 1,025 1,074 49 4.78% 50 1,058 16 101.5%

5 福岡 B 電 気 機 械 1,019 1,071 52 5.10% 51 992 79 108.0%

6 栃木 B 電 気 機 械 1,008 1,056 48 4.76% 50 1,004 52 105.2%

6 群馬 B 電 気 機 械 1,006 1,056 50 4.97% 50 985 71 107.2%

8 兵庫 B 電 気 機 械 1,002 1,053 51 5.09% 51 1,052 1 100.1%

9 茨城 B 精密機械・電気機械 1,002 1,052 50 4.99% 52 1,005 47 104.7%

10 滋賀 B 精密機械・電気機械 1,003 1,050 47 4.69% 50 1,017 33 103.2%

11 北海道 B 電 気 機 械 997 1,049 52 5.22% 50 1,010 39 103.9%

12 山梨 B 電 気 機 械 997 1,047 50 5.02% 50 988 59 106.0%

13 広島 B 電 気 機 械 995 1,045 50 5.03% 50 1,020 25 102.5%

14 静岡 B 電 気 機 械 997 1,042 45 4.51% 50 1,034 8 100.8%

15 愛媛 B 電 気 機 械 987 1,038 51 5.17% 59 956 82 108.6%

15 徳島 B 電 気 機 械 983 1,038 55 5.60% 84 980 58 105.9%

17 山口 B 電 気 機 械 986 1,032 46 4.67% 51 979 53 105.4%

17 長野 B 精密機械・電気機械 983 1,032 49 4.98% 50 998 34 103.4%

19 三重 B 電 気 機 械 987 1,031 44 4.46% 50 1,023 8 100.8%

20 香川 B 電 気 機 械 982 1,030 48 4.89% 52 970 60 106.2%

21 岡山 B 電 気 機 械 974 1,025 51 5.24% 50 982 43 104.4%

22 宮城 B 電 気 機 械 959 1,012 53 5.53% 50 973 39 104.0%

23 石川 B 電 気 機 械 963 1,008 45 4.67% 51 984 24 102.4%

24 新潟 B 電 気 機 械 1,005 1,005 0 0.00% 54 985 20 102.0%

25 富山 B 電 気 機 械 951 1,002 51 5.36% 50 998 4 100.4%

26 山形 C 電 気 機 械 945 996 51 5.40% 55 955 41 104.3%

26 佐賀 C 電 気 機 械 943 996 53 5.62% 56 956 40 104.2%

26 大分 C 電 気 機 械 941 996 55 5.84% 55 954 42 104.4%

26 熊本 C 電 気 機 械 940 996 56 5.96% 54 952 44 104.6%

30 島根 B 電 気 機 械 929 987 58 6.24% 58 962 25 102.6%

31 岩手 C 電 気 機 械 917 975 58 6.32% 59 952 23 102.4%

32 青森 C 電 気 機 械 927 968 41 4.42% 55 953 15 101.6%

33 岐阜 B 電 気 機 械 965 965 0 0.00% 51 1,001 -36 96.4%

34 鳥取 C 電 気 機 械 906 963 57 6.29% 57 957 6 100.6%

35 秋田 C 電 気 機 械 930 958 28 3.01% 54 951 7 100.7%

36 愛知 A 電 気 機 械 901 901 0 0.00% 50 1,077 -176 83.7%

37 奈良 B 電 気 機 械 891 891 0 0.00% 50 986 -95 90.4%

38 神奈川 A 電 気 機 械 890 890 0 0.00% 50 1,162 -272 76.6%

39 福島 B 電 気 機 械 880 880 0 0.00% 55 955 -75 92.1%

40 長崎 C 電 気 機 械 864 864 0 0.00% 55 953 -89 90.7%

41 福井 B 電 気 機 械 857 857 0 0.00% 53 984 -127 87.1%

42 鹿児島 C 電 気 機 械 842 842 0 0.00% 56 953 -111 88.4%

43 宮崎 C 電 気 機 械 831 831 0 0.00% 55 952 -121 87.3%

44 東京 A 電 気 機 械 829 829 0 0.00% 50 1,163 -334 71.3%

45 高知 C 電 気 機 械 793 793 0 0.00% 55 952 -159 83.3%

令和６年度　各都道府県別特定最低賃金改定額（電気機械）
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番号
都道府県
名

最低賃金の名称
R5年度
特定最賃
額

R6年度
特定最賃
額

引
上
額

引上
率

県最
賃引
上額

県最賃
額 R6

県最賃
額との
差額

県最賃
額との
比率

1 兵庫 B 輸 送 機 械 1,075 1,126 51 4.74% 51 1,052 74 107.0%

2 大阪 A 輸 送 機 械 ( 自 ) 1,068 1,119 51 4.78% 50 1,114 5 100.4%

3 埼玉 A 輸 送 機 械 1,055 1,102 47 4.45% 50 1,078 24 102.2%

4 山口 B 輸 送 機 械 1,036 1,088 52 5.02% 51 979 109 111.1%

5 愛知 A 輸 送 機 械 1,028 1,081 53 5.16% 50 1,077 4 100.4%

5 福岡 B 輸 送 機 械 1,029 1,081 52 5.05% 51 992 89 109.0%

7 京都 B 輸 送 機 械 1,028 1,076 48 4.67% 50 1,058 18 101.7%

8 静岡 B 一般機械・輸送機械 1,028 1,073 45 4.38% 50 1,034 39 103.8%

9 栃木 B 輸 送 機 械 1,016 1,064 48 4.72% 50 1,004 60 106.0%

10 滋賀 B 輸 送 機 械 1,016 1,062 46 4.53% 50 1,017 45 104.4%

11 岐阜 B 輸 送 機 械 ( 自 ) 1,005 1,057 52 5.17% 51 1,001 56 105.6%

12 群馬 B 輸 送 機 械 1,006 1,056 50 4.97% 50 985 71 107.2%

13 広島 B 輸 送 機 械 ( 自 ) 998 1,048 50 5.01% 50 1,020 28 102.7%

14 三重 B 輸 送 機 械 1,022 1,047 25 2.45% 50 1,023 24 102.3%

15 長野 B 一般機械・輸送機械 994 1,043 49 4.93% 50 998 45 104.5%

16 石川 B 輸 送 機 械 1,000 1,040 40 4.00% 51 984 56 105.7%

16 北海道 B 輸 送 機 械 990 1,040 50 5.05% 50 1,010 30 103.0%

18 岡山 B 輸 送 機 械 ( 自 ) 991 1,039 48 4.84% 50 982 57 105.8%

19 山梨 B 輸 送 機 械 971 1,029 58 5.97% 50 988 41 104.1%

20 島根 B 輸 送 機 械 970 1,028 58 5.98% 58 962 66 106.9%

21 秋田 C 輸 送 機 械 961 1,020 59 6.14% 54 951 69 107.3%

22 熊本 C 輸 送 機 械 965 1,019 54 5.60% 54 952 67 107.0%

23 山形 C 輸 送 機 械 961 1,012 51 5.31% 55 955 57 106.0%

24 福島 B 輸 送 機 械 954 1,005 51 5.35% 55 955 50 105.2%

25 大分 C 輸送機械(自・船 ) 951 997 46 4.84% 55 954 43 104.5%

26 富山 B 一般機械・輸送機械 995 995 0 0.00% 50 998 -3 99.7%

27 神奈川 A 輸 送 機 械 855 855 0 0.00% 50 1,162 -307 73.6%

28 東京 A 輸 送 機 械 838 838 0 0.00% 50 1,163 -325 72.1%

令和６年度　各都道府県別特定最低賃金改定額（輸送用機械）
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番号
都道府県
名

最低賃金の名称
R5年度
特定最賃
額

R6年度
特定最賃
額

引
上
額

引上
率

県最
賃引
上額

県最賃
額 R6

県最賃
額との
差額

県最賃
額との
比率

1 富山 B 百貨店，総合スーパー 955 1,003 48 5.03% 50 998 5 100.5%

2 山口 B 百貨店，総合スーパー 948 1,000 52 5.49% 51 979 21 102.1%

2 福岡 B 百貨店，総合スーパー 945 1,000 55 5.82% 51 992 8 100.8%

4 石川 B 百貨店，総合スーパー 950 994 44 4.63% 51 984 10 101.0%

5 島根 B 百貨店，総合スーパー 905 905 0 0.00% 58 962 -57 94.1%

6 和歌山 B 百貨店，総合スーパー 869 869 0 0.00% 51 980 -111 88.7%

7 熊本 C 百貨店，総合スーパー 855 855 0 0.00% 54 952 -97 89.8%

8 福井 B 百貨店，総合スーパー 840 840 0 0.00% 53 984 -144 85.4%

9 岩手 C 百貨店，総合スーパー 800 800 0 0.00% 59 952 -152 84.0%

10 鹿児島 C 百貨店，総合スーパー 693 693 0 0.00% 56 953 -260 72.7%

令和６年度　各都道府県別特定最低賃金改定額（百貨店、総合スーパーマーケット）
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番号
都道府県
名

最低賃金の名称
R5年度
特定最賃
額

R6年度
特定最賃
額

引
上
額

引上
率

県最
賃引
上額

県最賃
額 R6

県最賃
額との
差額

県最賃
額との
比率

1 埼玉 A 自 動 車 小 売 1,060 1,089 29 2.74% 50 1,078 11 101.0%

2 福岡 B 自動車(新車）小売 1,028 1,066 38 3.70% 51 992 74 107.5%

3 宮城 B 自 動 車 小 売 986 1,036 50 5.07% 50 973 63 106.5%

4 福島 B 自 動 車 小 売 960 1,020 60 6.25% 55 955 65 106.8%

5 新潟 B 自動車（新車）小売 997 1,015 18 1.81% 54 985 30 103.0%

6 岩手 C 自 動 車 小 売 945 1,004 59 6.24% 59 952 52 105.5%

7 島根 B 自動車（新車）小売 960 1,000 40 4.17% 58 962 38 104.0%

8 大阪 A 自 動 車 小 売 993 993 0 0.00% 50 1,114 -121 89.1%

8 広島 B 自 動 車 小 売 993 993 0 0.00% 50 1,020 -27 97.4%

10 大分 C 自動車(新車）小売 942 991 49 5.20% 55 954 37 103.9%

11 鹿児島 C 自動車(新車）小売 945 986 41 4.34% 56 953 33 103.5%

12 秋田 C 自動車（新車）小売 938 980 42 4.48% 54 951 29 103.0%

13 兵庫 B 自 動 車 小 売 963 963 0 0.00% 51 1,052 -89 91.5%

13 青森 C 自 動 車 小 売 923 963 40 4.33% 55 953 10 101.0%

15 愛知 A 自動車 (新車 ）小売② 943 943 0 0.00% 50 1,077 -134 87.6%

15 愛知 A 自動車 (新車 ）小売① 943 943 0 0.00% 50 1,077 -134 87.6%

17 京都 B 自動車(新車）小売 939 939 0 0.00% 50 1,058 -119 88.8%

18 宮崎 C 自動車(新車）小売 927 927 0 0.00% 55 952 -25 97.4%

19 千葉 A 自動車（新車）小売 922 922 0 0.00% 50 1,076 -154 85.7%

20 奈良 B 自 動 車 小 売 892 892 0 0.00% 50 986 -94 90.5%

21 神奈川 A 自 動 車 小 売 ② 842 842 0 0.00% 50 1,162 -320 72.5%

22 沖縄 C 自動車（新車）小売 770 770 0 0.00% 56 952 -182 80.9%

23 富山 B 自 動 車 小 売 769 769 0 0.00% 50 998 -229 77.1%

令和６年度　各都道府県別特定最低賃金改定額（自動車小売）
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引
上
額

効力発生日
予定日

県
最
賃
額

と
の
差
額

県
最
賃
額

と
の
比
率

鉄鋼 1,064 1,114 50 R6.12.31 94 109.2%

金属製品 1,002 改正なし - - - -

一般機械 1,020 1,070 50 R6.12.31 50 104.9%

電気機械 995 1,045 50 R6.12.31 25 102.5%

輸送機械(自) 998 1,048 50 R6.12.31 28 102.7%

輸送機械(船) 1,030 1,030 0 R5.12.31 10 101.0%

各種商品小売 903 改正なし - - - -

自動車小売 993 改正なし - - - -

鉄鋼・非鉄金属 1,064 1,116 52 R6.12.15 137 114.0%

電気機械 986 1,032 46 R6.12.15 53 105.4%

輸送機械 1,036 1,088 52 R6.12.15 109 111.1%

百貨店 948 1,000 52 R6.12.15 21 102.1%

鉄鋼 1,053 1,106 53 R6.12.10 114 111.5%

電気機械 1,019 1,071 52 R6.12.10 79 108.0%

輸送機械 1,029 1,081 52 R6.12.10 89 109.0%

百貨店 945 1,000 55 R6.12.10 8 100.8%

自動車(新車）小売 1,028 1,066 38 R6.12.10 74 107.5%

陶磁器 901 957 56 R6.12.21 1 100.1%

一般機械 974 1,010 36 R6.12.20 54 105.6%

電気機械 943 996 53 R6.12.19 40 104.2%

一般機械 875 改正なし - - - -

電気機械 864 改正なし - - - -

輸送機械(船) 875 改正なし - - - -

電気機械 940 996 56 R6.12.15 44 104.6%

輸送機械 965 1,019 54 R6.12.15 67 107.0%

百貨店 855 改正なし - - - -

鉄鋼 1,053 1,106 53 R6.12.25 152 115.9%

非鉄金属 1,005 1,053 48 R6.12.25 99 110.4%

電気機械 941 996 55 R6.12.25 42 104.4%

輸送機械(自・船) 951 997 46 R6.12.25 43 104.5%

各種商品小売 716 改正なし - - - -

自動車(新車）小売 942 991 49 R6.12.25 37 103.9%

食品 678 改正なし - - - -

電気機械 831 改正なし - - - -

各種商品小売 705 改正なし - - - -

自動車(新車）小売 927 改正なし - - - -

電気機械 842 改正なし - - - -

百貨店 693 改正なし - - - -

自動車(新車）小売 945 986 41 R6.12.21 33 103.5%

食品(糖) 769 改正なし - - - -

新聞 879 改正なし - - - -

各種商品小売 770 改正なし - - - -

自動車（新車）小売 770 改正なし - - - -

福
岡

992

佐
賀
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令和６年度 最低賃金広報実施状況 

 

１ 地域別最低賃金関係 

 実 施 事 項 内 容 実施時期 

1 報道機関へのプレスリリース 
新聞社（14）、テレビ局（7）、ラジオ

局（4） 

R6.8.9（答申） 

R6.9.5（官報） 

2 
福岡労働局ホームページに掲

載 

トップページ及び重要なお知らせに

掲載 

R6.8.9（答申） 

R6.9.5（官報） 

3 記者会見 労働局長定例記者会見 R6.10.1 

4 
各団体の広報誌、ホームページ

への掲載依頼(文書)※ 

県(1)、市町村（60）、商工会議所・商

工会（73）、法人会（19）、その他団体

(67) 

R6.9.26～ 

5 

リーフレット、ポスター等の送

付、広報誌・ホームページへの

掲載依頼(文書)※ 

① 県、市区町村、商工会議所・商工

会、法人会、士業団体、銀行協会

等、経営者団体、年金事務所等、

大学・高等学校、募集情報等提供

事業者、労働関係行政機関・団体

等（1200） 

② 過去 5 年に最賃法第 4条第 1 項違

反が認められた事業場(411) 

R6.9.30～ 

6 本省実施広報 

① 最低賃金・賃上げ支援施策のテレ

ビ CM 

② 主要駅のポスター掲示 

①R6.10.1～ 

②R6.9.30～10.8

までの 7 日間 

7 
最賃額周知用ゴム印（公用封筒

押印用）の配付 
局、各署 R6.10.2～ 

８ 
合同庁舎共用部分ポスター掲

示 
合同庁舎内ポスター掲示 R6.10.1～ 

９ JR 九州福岡県内での周知 

① 主要駅以外にポスター掲示   

② 博多駅サイネージ 

③ 主要路線電車内中吊り広告掲示 

① R6.12.2～8 

② R6.12.1～31 

③ R6.12.3～9 

１０ ウェットテッシュ配布 福岡県、福岡市、署所にて配布 R7.1.6～ 

※ 中小企業支援事業（※業務改善助成金及びキャリアアップ助成金）の広報のほか、中小企業

庁、経済産業省の最低賃金引上げ支援策等についても、あわせて実施 
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２ 特定最低賃金関係 

 実 施 事 項 内 容 実施時期 

1 報道機関へのプレスリリース 
新聞社（14）、テレビ局（7）、ラジオ局

（4） 
R6.11.27 

2 福岡労働局ホームページに掲載 
トップページ及び重要なお知らせに掲

載 
R6.11.29 

3 
各団体の広報誌、ホームページへの掲

載依頼(文書)※ 

県(1)、市町村（61）、商工会議所・商

工会（67）、法人会（19）、その他団体

(67) 

R6.10.25～ 

4 

リーフレット、ポスター等の送付、広

報誌・ホームページへの掲載依頼(文

書)※ 

 

県、市区町村、商工会議所・商工会、

法人会、士業団体、銀行協会等、経営

者団体、年金事務所等、大学・高等学

校、募集情報等提供事業者、労働関係

行政機関・団体等（約 1300） 

 

R6.10.25～ 

5 合同庁舎共用部分ポスター掲示 合同庁舎内ポスター掲示 R6.11.20～ 

 
 
 

３ 広報誌等掲載状況（地域別最低賃金） 

 令和５年度 令和６年度（令和７年 1 月 30 日現在） 

広報誌 ホームページ 

いずれかの 

掲載件数 

（掲載率） 
広報誌 ホームページ 

いずれかの 

掲載件数 

（掲載率） 

県 

市
町
村 

４９／６１ 

(80.3%) 

５９／６１ 

(96.7%) 

５９／６１ 

（96.7%） 

３２／６１ 

(52.5%) 

４７／６１ 

(77.0%) 

６１／６１ 

（100%） 

商
工
会
議
所 

・
商
工
会 

２６／７３ 

(35.6%) 

６７／７３ 

(91.8%) 

６７／７３ 

(91.8%) 

１９／７３ 

(26.0%) 

６１／７３ 

(83.6%) 

 ７３／７３ 

(100%) 
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資料 No.９ 

最低賃金の引上げに向けた中小企業への支援事業実施状況 

 

１ 働き方改革推進支援センターによる相談支援事業 

  賃金引上げのための業務改善に関する相談支援を行うとともに、生活衛生関係営

業等の収益力向上・生産性向上に向けた支援事業等を紹介するため、関係機関が開

催するセミナーや出張相談会等に講師を派遣する事業 

〇 相談件数の推移 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
（令和６年１２月まで） 

相談件数 

（件） 
1,500 3,001 2,748 2,832 2,004 

   （※）出張による相談件数を含む 
 

福岡働き方改革推進支援センター 

福岡市博多区博多駅南１丁目７－１４ BOIS 博多ビル３０５ 

 

 

２ 業務改善助成金事業   

  設備投資などを行って生産性を高め、事業場内の最低賃金を一定額引き上げた場

合、その費用の一部を助成する制度 

○ 助成金申請、交付決定件数の推移     

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
(令和６年１２月まで) 

申請件数 

（件） 
36 258 328 987 896 

交付決定件数

（件） 
36 196 220 539 685 

交付決定金額

（千円） 
27,928 153,383 182,462 665,246 382,580 

※令和６年９月末現在 

 

 

３ キャリアアップ助成金 

  非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、処遇改善の取

組を実施した事業場に対して助成する制度 

〇 賃金規定等を３％以上増額改定させた場合（令和４年 12 月１日までは、２％以上） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
(令和６年１２月まで) 

賃金規定等 

計画認定件数 

（件） 
320 315 330 489 492 
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〒812-0016　福岡市博多区博多駅南1丁目7-14  ボイス博多305

0800-888-1699
福岡働き方改革推進支援センター

働き方改革　福岡

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/fukuoka/

相談・セミナー情報詳細は、
ホームページをご覧ください。

受付時間　平日9：00～17：00
住 所

092-433-1277MAIL

URL

FAXhk40@mb.langate.co.jp

令和６年度  福岡労働局委託事業
中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業

無 料
相談・
専門家派遣秘密

厳守事業主、
労務担当者様

専門家に

法
方
談
相 オンラインコンサルティング

電話・メール・来所

オンラインでの
ご相談にも対応可能

訪問コンサルティング「福岡働き方改革推進支援センター」では、働き方改革関連法の
内容にとどまらず、令和３年６月に改正された育児・介護休業法、
男性の育児休業取得促進、仕事と育児や介護の両立支援、不妊治療
と仕事との両立、職場におけるハラスメント防止措置、良質なテレ
ワーク、多様な正社員制度、兼業・副業など多様な働き方の実現に
向け、働き方改革を進める魅力ある企業に人材が集まるように支援
を行います。

ご相談
ください！

ぜひ

（社会保険労務士等）

取組みはお済みですか？
同一労働同一賃金

時間外労働の上限規制

年5日の年次有給休暇の確実な取得

残業６０時間超の賃金引き上げ

パワーハラスメント防止措置

育児・介護休業法改正

ご都合に合わせた
相談方法が選べる!

福岡働き方改革
推進支援センター 

ヨドバシ
カメラ

博多駅

JRJP
博多ビル

ローソン
博多駅東支店

ファミリーマート
博多駅南一丁目店

音羽公園

筑紫通り

WITH THE STYLE
Fukuoka

博多駅前通り

博多マルイ

X @40_hatarakikata

29



訪問コンサルティング・セミナー開催申込書

FAX：092-433-1277福岡働き方改革推進支援センター 宛

【個人情報の取り扱いについて】
● 本申込書にご記入いただいた個人情報（以下「個人情報」）を取得する事業者：ランゲート株式会社（以下「当社」）
● 当社の個人情報保護管理者および個人情報に関する問合せ先：
情報通信部PMR担当　E-MAIL：privacy@mb.langate.co.jp

● 取得した個人情報は、「令和6年度　中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業」（以下「本事業」）の相談支援
のためのみに利用します。

● 当社は、利用目的の達成に必要な範囲で、当社が定める個人情報保護の水準を満たした委託者（中小企業・小規模事業者等に対する
働き方改革推進支援事業　専門家）に、個人情報を委託することがあります。

● 当社は開示対象個人情報について、本人または代理人から受け付けた開示等の求めに応じます。
● 当社は、本事業の実施報告のため、本事業の委託者である福岡労働局に、個人情報を書面にて提供することがあります。

※ 上記内容について　□ 同意する　（チェックしてください）

事業場名
・団体名

ご担当者
氏名

所在地

連絡先

訪問・
セミナー
開催
希望日

相談内容・
セミナー
　テーマ

※ 後日、日程調整のお電話を差し上げます。

・　令和　　　年　　　月　　　日　（　　　）　　セミナー　　・　　訪問
・　令和　　　年　　　月　　　日　（　　　）　　セミナー　　・　　訪問
・　令和　　　年　　　月　　　日　（　　　）　　セミナー　　・　　訪問

□　残業時間の上限規制

(非正規労働者待遇改善)

□　年次有給休暇の取得義務付け

□　人手不足

□　高度プロフェッショナル制度
□　パワハラ防止（ハラスメント全般）

□　最低賃金制度

□　同一労働・同一賃金
□　賃金制度全般

□　無期転換制度□　36協定
□　生産性向上への対応

□　各種助成金の申請・活用

□　就業規則・賃金規定等の見直し

□　その他

電話 FAX

E-MAIL

〒　　　-

　をお付け
下さい

□　育児・介護制度の整備
□　職務分析・職務評価□　テレワーク

【　　　　　　  　  】

WFL5349〈00-40〉

□　オンライン希望
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令和６年度業務改善助成金のご案内

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き上げ、生産性向

上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

申請期限：令和７年１月31日
（事業完了期限：令和７年２月28日）

事業場内最低賃金

の引き上げ計画

設備投資等の計画
機械設備導入､コンサルティン

グ､人材育成･教育訓練など

業務改善助成金を支給

（最大6 0 0万円）

業務改善助成金とは？

対象となる設備投資など

助成上限額や助成率などの

詳細は中面をチェック！

助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。

また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。

経 費 区 分 対 象 経 費 の 例

機器・設備の導入
• POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
• リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

経営コンサルティング 国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し

その他 顧客管理情報のシステム化

対象事業者・申請の単位

※ 事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事

業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。

• 中小企業・小規模事業者であること

• 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること

• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、

（工場や事務所などの労働者がいる）事業場ごとに申請いただきます。

申請の流れや注意事項は

裏面をチェック！

助成対象経費の具体例について、詳しくは、リーフレット中面（生産性向上のヒント集）をご覧ください。

別々に

申請

助成金額の計算方法

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と

助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。

＜例＞

○事業場内最低賃金が898円

→助成率9/10

○8人の労働者を988円まで引上げ（90円コース）

→助成上限額450万円

○設備投資などの額は600万円

540万円
(＝600万円×9/10)

450万円
(＝助成上限額)

＞

450万円が支給されます。

（設備投資費用×助成率） （90円コースの助成上限額）

工場A 事務所B

計画の承認
と実施
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助成上限額・助成率

コース

区分

事業場内

最低賃金の

引き上げ額

引き上げる

労働者数

助成上限額

右記以外

の事業者

事業場規模

30人未満の

事業者

30円
コース

30円以上

１人 3 0 万 円 6 0 万 円

２～３人 5 0 万 円 9 0 万 円

４～６人 7 0 万 円 1 0 0 万 円

７人以上 1 0 0 万 円 1 2 0 万 円

10人以上※ 1 2 0 万円 1 3 0 万円

45円
コース

45円以上

１人 4 5 万 円 8 0 万 円

２～３人 7 0 万 円 1 1 0 万 円

４～６人 1 0 0 万 円 1 4 0 万 円

７人以上 1 5 0 万 円 1 6 0 万 円

10人以上※ 1 8 0 万 円 1 8 0 万 円

60円
コース

60円以上

１人 6 0 万 円 1 1 0 万 円

２～３人 9 0 万 円 1 6 0 万 円

４～６人 1 5 0 万 円 1 9 0 万 円

７人以上 2 3 0 万 円 2 3 0 万 円

10人以上※ 3 0 0 万 円 3 0 0 万 円

90円
コース

90円以上

１人 9 0 万 円 1 7 0 万 円

２～３人 1 5 0 万 円 2 4 0 万 円

４～６人 2 7 0 万 円 2 9 0 万 円

７人以上 4 5 0 万円 4 5 0 万円

10人以上※ 6 0 0 万 円 6 0 0 万 円

助成上限額

9 0 0円未満 9/10

9 0 0円以上
9 5 0円未満

４/５(9/10)

9 5 0円以上 ３/４(4/5)

（ ）内は生産性要件を満たした事業場の場合

※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる

場合に対象になります。

 事業場内最低賃金である労働者

 事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者

が「引き上げる労働者」に算入されます。

（ただし、いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります。）

＜例：事業場内最低賃金950円の事業場で30円コースを申請する場合＞

Ａ：事業場内最低賃金である労働者なので、「引き上げる労働者」に算入可

Ｂ：申請コース以上賃金を引き上げていないので、算入不可

Ｃ：Ａに賃金額が追い抜かれる労働者であり、かつ、申請コース以上賃金を引き上

げているので、算入可

Ｄ：既に引上げ後の事業場内最低賃金以上なので、算入不可

助成率

「引き上げる労働者数」の数え方

①
賃金
要件

申請事業場の事業場内最低賃金が950
円未満である事業者

②
物価
高騰等
要件

原材料費の高騰など社会的・経済的環

境の変化等の外的要因により、申請前

３か月間のうち任意の１か月の利益率

が前年同月に比べ３％ポイント※以上

低下している事業者

特例事業者

※「％ポイント（パーセントポイント）」とは、パーセ

ントで表された２つの数値の差を表す単位です。

以下の要件に当てはまる場合が特例事業者と
なります。なお、②に該当する場合は、助成
対象経費の拡充も受けられます。

＜事業場内最低賃金とは？＞

事業場で最も低い時間給を指します。

（ただし、業務改善助成金では、雇入

れ後３か月を経過した労働者の事業場

内最低賃金を引き上げていただく必要

があります。）

事業場内最低賃金の計算方法は、地域

別最低賃金（国が例年10月頃に改定す

る都道府県単位の最低賃金額）と同様、

最低賃金法第４条及び最低賃金法施行

規則第１条又は第２条の規定に基づい

て算定されます。

ご不明点があれば、管轄の労働局雇用

環境・均等部室または賃金課室までお

尋ねください。

物価高騰等要件に該当する事業者は、一定の
自動車の導入やパソコン等の新規導入が認め
られる場合がございます。詳しくはP3の
「助成対象経費の特例」をご覧ください。
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賃金引き上げに当たっての注意点

助成対象経費の具体例

助成対象経費の具体例は、「生産性向上のヒント集」や厚生労働省ウェブサイトに掲載されています。

生産性向上のヒント集 検 索

• 地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げて
いただく必要があります。

• 引き上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定めていただく必要がございます。
• 令和６年度より、複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められなくなりましたので、ご注意
ください。

（例）10月1日に新しい地域別最低賃金（1,000円→1,050円）が発効される場合

発効日の前日（9月30日）までに事

業場内最低賃金の引き上げ（1,005

円→1,050円）を完了（※）

発効日の当日（10月１日）に

事業場内最低賃金の引き上げ

（1,005円→1,050円）を実施
対象外対象！

助成対象経費の特例

特例事業者のうち、②物価高騰等要件に該当する場合、通常は、助成対象となる生産性向上に資する設

備投資等として認められていないパソコン等や一部の自動車も助成対象となります（パソコン等は新規

導入に限ります）。

助 成 対 象 経 費
一般
事業者

特例事業者
（②のみ）

生産性向上に資する設備投資等 〇 〇

生産性向上に資する設備投資等のうち、

• 定員７人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車

• PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

× 〇

※ 併せて、就業規則等に事業場内最低賃金が1,050円である

旨、定めていただく必要があります。
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注意事項・お問い合わせ等

業務改善助成金 検 索

• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。

• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

• 交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象となりません。

• 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。

（参考）働き方改革推進支援資金

日本政策金融公庫では、事業場内最低

賃金の引き上げに取り組む方に、設備

資金や運転資金の融資を行っています。

詳しくは、事業場がある都道府県の日

本政策金融公庫の窓口にお問い合わせ

ください。

日本政策金融公庫
店舗検索

（R６.３）

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局  雇用環境・均等部（室）です

• 生産量要件や関連する経費が終了しました。

• 事業完了期限が、2025（令和７）年２月28日※になりました。

 ※やむを得ない事由がある場合は、理由書の提出により、2025（令和７）年３月31日とできる場合がございます。

• 令和６年度から同一事業場の申請は年度内１回までとなりました。

助成金支給の流れ

事業場所在地を管轄する都道府県労働局に対し、所定の様式で交付申請を行っていただきます。

労働局による申請内容の審査を経て交付決定がなされたら、申請内容に沿って事業を実施してください。

事業完了後、労働局に事業実績報告と助成金支給申請を行っていただくと、労働局による報告内容の審

査を経て、助成金が支給されます。

注意事項

令和５年度からの主な変更点

参考ウェブサイト

• 厚生労働省ウェブサイト「業務改善助成金」

最新の要綱・要領やQ&A（「生産性向上のヒント集」）、

申請書作成ツールや業務改善助成金の活用事例集などを掲載しています。

• 最低賃金特設サイト

全国の地域別最低賃金や中小企業支援事業について掲載しているほか、

サイト内の「賃金引き上げ特設ページ」では、賃金引き上げに向けた取

組事例などを紹介しています。

お問い合わせ

最低賃金特設サイト 検 索

業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください

電話番号：0120-366-440（受付時間 平日 8:30～17:15）

交付申請

交付申請書・事業実施

計画書等を

都道府県労働局に提出

交付決定

交付申請書等を

審査の上、通知

事業の実施

申請内容に沿って

事業を実施

（賃金の引き上げ、設備の

導入、代金の支払）

事業実績報告

労働局に事業実績報告

書等と助成金支給申請

書を提出

交付額確定と助成金支払い

事業実績報告書等を審査し、

適正と認められれば交付額の確定

と助成金の支払いを実施

助成金受領

ここで助成金が

振り込まれます
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厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

（事業主の方へ）

◆ 支給要件の詳細や助成上限（人数・回数等）については、裏面ご案内のホームページよりご確認ください。
◆ 正社員化コース、障害者正社員化コース、社会保険適用時処遇改善コースは、各支給対象期の取組を講じた場合の合計額です。

LL060425作成 No.11

キャリアアップ助成金のご案内 (令和６年度版)

助 成 内 容 助成額 中小企業の場合 大企業の場合

正
社
員
化
支
援

正社員化コース

有期雇用労働者等を正社員化(※)
した場合（１人当たり）

※ 正規雇用労働者等へ転換または派遣労
働者を正規雇用労働者等として直接雇
用すること。
正規雇用労働者には「多様な正社員
（勤務地限定・職務限定・短時間正社
員）」を含みます。

①有期 → 正規 8 0万円 6 0万円

②無期 → 正規 4 0万円 3 0万円
※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者で直接雇用する場合に加算
１人当たり28.5万円（大企業も同額）

※ 対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合に加算
①：１人当たり9.5万円 ②：4.75万円（大企業も同額）

※ 人材開発支援助成金の訓練修了後に正社員化した場合に加算
(自発的職業能力開発訓練または定額制訓練以外の訓練修了後)
①：１人当たり9.5万円 ②：4.75万円（大企業も同額）

(自発的職業能力開発訓練または定額制訓練修了後)
①：１人当たり11万円 ②：５.5万円（大企業も同額）

※ 正社員転換等制度を新たに規定し、当該区分に転換等した場合に加算
１事業所当たり20万円（大企業の場合、15万円）

※ 多様な正社員制度(注)を新たに規定し、当該区分に転換等した場合に
加算（注：勤務地限定・職務限定・短時間正社員いずれか１つ以上）
１事業所当たり40万円（大企業の場合、30万円）

障害者正社員化
コース

障害のある有期雇用労働者等を
正規雇用労働者等に転換した
場合（１人当たり）

※ 正規雇用労働者には「多様な正社員
（勤務地限定・職務限定・短時間正社
員）」を含みます。

① 重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者の場合
有期 → 正規 120万円 90万円
有期 → 無期 60万円 45万円
無期 → 正規 60万円 45万円

② 重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者以外の場合
有期 → 正規 90万円 67.5万円
有期 → 無期 45万円 33万円
無期 → 正規 45万円 33万円

※ 助成額が支給対象期間における対象労働者に対する賃金の額を超える
場合には、当該賃金の総額を上限額として支給します。

処
遇
改
善
支
援

賃金規定等改定
コース

有期雇用労働者等の基本給の
賃金規定等を３％以上増額改定し、
その規定を適用させた場合（1人
当たり）

3％以上5％未満 5万円 3.3万円
5％以上 6.5万円 4.3万円

※ 「職務評価」の手法の活用により増額改定を実施した場合に加算
１事業所当たり20万円（大企業の場合、15万円）

賃金規定等
共通化コース

有期雇用労働者等と正規雇用
労働者との共通の賃金規定等を
新たに規定・適用した場合

１事業所当たり 60万円 45万円

賞与・退職金
制度導入コース

有期雇用労働者等を対象に
賞与・退職金制度を導入し、
支給または積立を実施した場合

１事業所当たり 40万円 30万円

※ 同時に導入した場合に加算 16.8万円（大企業の場合、12.6万円）

社会保険適用時
処遇改善コース

短時間労働者に以下のいずれかの
取組を行った場合（１人当たり）
①新たに社会保険の被保険者と
なった際に、手当支給・賃上げ・
労働時間延長を行った場合
②労働時間を延長して新たに社会
保険の被保険者とした場合

手当等支給
メニュー 50万円 37.5万円

併用メニュー 50万円 37.5万円

労働時間延長
メニュー 30万円 22.5万円

｢キャリアアップ助成金｣は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者（以下「有期雇用労働者等」
といいます。）といった、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、
処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

※ 短時間労働者労働時間延長コースは令和６年３月31日を以て廃止し、当該日に行った取組まで助成を受けられます。
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◆ 詳しくは、最寄りの都道府県労働局またはハローワークにお問い合わせください。

◆ パンフレット、申請様式、Q&Aは厚生労働省ホームページに掲載しています。

キャリアアップ助成金 検 索

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

＜事業主＞ ＜労働局･ハローワーク＞

｢キャリアアップ助成金｣の活用に当たっては、
各コースの実施日の前日までに「キャリアアップ計画」の提出が必要です。

キャリアアップ計画
の作成支援・認定

就業規則等の
改定方法の相談等

支給審査
支給決定

キャリアアップ助成金の申請までの流れ

キャリアアップ計画の作成・提出※

支給申請
（取組後６か月の賃金を支払った日の翌日から起算して２か月以内）

正社員化支援
に関するコース

就業規則等の改定
（転換規定がない場合等）

就業規則等に基づく
正社員化

正社員化後６か月分の
賃金の支払い

（正社員化前6か月と比較して
３％以上賃金の増額が必要）

処遇改善支援
に関するコース

取組の実施
（就業規則の改定等）

取組後６か月分の
賃金の支払い

※ 計画の提出（支給申請）は、窓口への持参、郵送、電子申請によって行うことができます。
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資料 No.１０  

 

 

福岡県特定最低賃金の適用使用者数及び適用労働者数（推計値） 

 

産 業  
平成30年 

12 月１日 

令和元年 

12 月１日 

令和２年 

12 月１日 

令和３年 

12 月１日 

令和４年 

12 月１日 

令和５年 

12 月１日 

令和６年 

12 月１日 

製鉄業、製鋼・製鋼圧

延業、鋼材製造業 

適用 

使用者数 
47 43 42 43 43 34 35 

適用 

労働者数 
7,200 7,000 6,900 6,970 6,970 6,290 5,890 

電子部品・デバイス・

電子回路、電気機械器

具、情報通信機械器具

製造業 

適用 

使用者数 
612 624 617 618 622 475 537 

適用 

労働者数 
21,200 21,300 20,600 21,520 22,080 17,770 19,450 

輸送用機械器具 

製造業 

適用 

使用者数 
244 254 256 257 259 225 262 

適用 

労働者数 
22,200 23,000 22,900 22,800 22,490 26,860 28,890 

百貨店、総合スーパー

マーケット 

適用 

使用者数 
92 91 92 91 91 73 56 

適用 

労働者数 
15,200 15,400 16,000 15,120 15,000 13,200 11,870 

自動車（新車）小売業 

適用 

使用者数 
799 808 806 803 804 683 648 

適用 

労働者数 
9,500 9,600 9,600 9,550 9,560 9,780 10,340 

(注)   適用労働者数は、１の位を四捨五入している。 
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6月10日 月 第１回運営小委員会（10：00～） 本館８階共用第７会議室
～～

6月25日 火 中賃諮問
～～

7月5日 金
【第１回公益会議（10：00～）】
【第１回本審（10：30～）】県最賃諮問

本館５階共用第２会議室
本館５階共用第４会議室

7月6日 土
7月7日 日
7月8日 月
7月9日 火

7月10日 水
7月11日 木
7月12日 金
7月13日 土
7月14日 日
7月15日 月
7月16日 火
7月17日 水
7月18日 木
7月19日 金
7月20日 土
7月21日 日
7月22日 月
7月23日 火 【第２回本審（13：00～）】県最賃関係労使意見聴取 新館３階労働大会議室
7月24日 水
7月25日 木 中賃答申
7月26日 金
7月27日 土
7月28日 日

7月29日 月
【第３回本審（10：00～）】特賃改正必要性諮問
【第１回専門部会（13：00～）】

本館８階 共用第７会議室
本館８階 共用第７会議室

7月30日 火
7月31日 水 【第２回専門部会（10：00～）】 本館８階共用第７会議室
8月1日 木
8月2日 金
8月3日 土
8月4日 日
8月5日 月 【第３回専門部会（10：00～）】 本館８階共用第７会議室
8月6日 火
8月7日 水
8月8日 木 【第４回専門部会（10：00～）】 本館８階共用第７会議室

8月9日 金
【第５回専門部会（10：00～）】県最賃結審
【第４回本審（10：15～）】県最賃答申

新館３階共用大会議室Ｃ
新館３階共用大会議室Ｃ

～～

8月21日 水 【第５回本審（13：00～）】特賃関係労使意見聴取・特賃改正必要性答申・特賃改正諮問 本館８階共用第７会議室
8月22日 木
8月23日 金
8月24日 土
8月25日 日
8月26日 月
8月27日 火 【第６回本審（10：00～）】異議審（諮問・答申）発効日10/5 本館８階共用第７会議室
～～

9月13日 金
【第２回特賃公益会議（12：30～）】
【特賃合同会議（13：00～）】電機①、百貨店①

新館４階労働大会議室
新館３階共用ABC会議室

9月14日 土
9月15日 日
9月16日 月

9月17日 火
【第３回特賃公益会議（9：30～）】
【特賃合同会議（10：00～）】鉄鋼①、自動車小売①

新館４階労働大会議室
新館３階共用ABC会議室

9月18日 水
9月19日 木

9月20日 金
【百貨店②（9：30～）】
【自動車小売②15：00～）】

新館４階労働大会議室
本館８階共用第７会議室

9月21日 土
9月22日 日
9月23日 月

9月24日 火
【第４回特賃公益会議（9：30～）】
【輸送①（10：00～）】

新館４階労働大会議室
新館４階労働大会議室

9月25日 水
【電機②（10：00～）】
【自動車小売③15：00～】

本館８階共用第７会議室
本館８階共用第７会議室

9月26日 木
【輸送②（10：00～）】
【百貨店③（10：00～）】

本館８階共用第７会議室
本館５階共用第４会議室

9月27日 金
【自動車小売④（13：00～）】結審・答申（発効日12/10）
【鉄鋼②（15：00～）】

新館３階 大会議室Ｃ
本館８階共用第７会議室

9月28日 土
9月29日 日
9月30日 月 【輸送③（10：00～）】 新館４階労働大会議室

10月1日 火
【鉄鋼③（14：00～）】結審・答申（発効日12/10）
【百貨店④（10：00～）】結審・答申（発効日12/10）

本館８階共用第７会議室
本館８階共用第７会議室

10月2日 水
10月3日 木 【電機③（15：00～）】 新館４階労働大会議室
10月4日 金
10月5日 土
10月6日 日
10月7日 月 【電機④（10：00～）】結審・答申（発効日12/10） 新館４階労働大会議室
10月8日 火 【輸送④（13：00～）】結審・答申（発効日12/10） 新館４階労働大会議室
～～

3月12日 水 【第７回本審（15：00～）】  本館５階共用第４会議室

3月14日 木
3月15日 金
3月16日 土

令和６年度福岡地方最低賃金審議会開催日程表（実績）
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